
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　職員手当には退職手当を含んでいません。
      ２　職員数は、２５年４月１日現在の人数です。
   　 ３　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれており、職員数に
　　　　は当該職員を含んでいません。

（３） ラスパイレス指数の状況

（注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）
　　　 を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を１００として計
　　　 算した指数です。
　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。
　　　３ 平成24年及び平成25年は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定・臨時特例法による給与減額措置がないとし
　　　 た場合の値です。

※　26年4月1日のラスパイレス指数が、①3年前に比べ1ポイント以上上昇している場合、②3年連続で上昇している場合、
　③100を超えている場合について、その理由及び改善の見込み

　経験年数の変動及び職種間異動による影響。今後も給与の適正化に努める。
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（４） 給与制度の総合的見直しの実施状況について

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給割合の見直し等

　に取組むとされている。

①給料表の見直し
[　実施　]

　（給料表の改定実施時期）　平成27年4月1日

　（内容）　一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平成1.6％引下げ。激変緩和のため、5年間

（平成32年3月31日まで）の経過措置（現給保障）を実施。

　　他の給料表については、一般行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施。

②地域手当の見直し

　国基準０％に対し、小竹町においても０％

③その他の見直し内容

　管理職員特別勤務手当について、国と同様に見直しを実施。（平成27年4月1日実施）

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２６年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

52.3 歳 7 人 円 円 円

うち調理員 47.2 歳 3 人 円 円 円

56.3 歳 4 人 円 円 円

54.2 歳 746 人 円 円 円

50.1 歳 3119 人 円 ― 円

49.7 歳 6 人 円 円 円

うち調理員

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています（平成２３年～２５年の３ヶ年

　　平均）。

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではあり

　　ません。

※年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員においては前年度に
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　　支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。

（注）１　「平均給料月額」とは、２６年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。
      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのす　　　　　 
　　　　べての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。
　　　　　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を
　　　　除いたもの）で算出しています。

（2) 職員の初任給の状況（２６年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２６年４月１日現在）
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３　一般行政職の級別職員数等の状況
（1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（２６年４月１日現在）

（注）１　小竹町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

  

　（注） 平成○年に８級制から６級制に変更している。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級をそれぞれ　（注）平成１８年に８級制から６級制に変更しています。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級をそれぞれ　
 　　統合）　　　　　

（2) 昇給への勤務成績の反映状況
　 一律に昇給
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４　職員の手当の状況

（1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（25年度支給割合） （25年度支給割合） （25年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

【参考】　勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

　 一律に支給

（2) 退職手当（２６年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

2％～20％加算 2％～20％加算

１人当たり平均支給額　　　　 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２５年度に退職した職員に支給された平均額です。

 (3) 地域手当（２６年４月１日）

千円

千円

％ 人 ％

地域手当補正後ラスパイレス指数

（ラスパイレス指数）

（注）　地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、
　　、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数です。
　　（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国のして基準に基づく地域手当支給率）により算出。）
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0
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2.60
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0.65
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国
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30.82

52.4452.44

0

52.44
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0

43.7
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1.45

1,227
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0 0

21.62

・役職加算　　５％～２０％　

1.35
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・役職加算　　５％～１０％　

1.35

24,220

国

―



 (4) 特殊勤務手当（２６年４月１日現在）

千円

　円

　％

１日200円

１回2,000円

日額300円

 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給事蹟（２５年度決算）」と同じ年度の4月1日現在の総

　　職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務

　　職員を含みます。

（6) その他の手当（２６年４月１日現在）

円

円

円

円

円

扶養手当

67,240

支給実績（25年度決算）

0

異なる内容

10,792

支給職員１人当たり平均支給年額（25年度決算）

0.0

主な支給対象業務

598,433
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借家等に係る費用を負担
している職員に家賃額に
応じて月額27,000円を限
度に支給

220,247

国の制度と
（25年度決算） 平均支給年額

263,179

340

支 給 実 績 （ 24 年 度 決 算 ）

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 24 年 度 決 算 ）

支給実績国の制度

通勤手当

手　当　名

31,596

支 給 実 績 （ 25 年 度 決 算 ）

左記職員に対する支給単価

用地交渉手当

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 25 年 度 決 算 ）

31,001

防疫手当

行旅死亡人取扱手当

3手当の種類（手当数）

0

管理職手当

休日勤務手当 21,232千円

千円

千円

最も経済的かつ合理的と
認められる通常の出勤経
路、方法により算出した
額

千円

金額

5,783

同じ

49,600円または51,900円

100分の135 同じ

（25年度決算）
内容及び支給単価 との異同

異なる 7,181

10,527

配偶者13,000円
他の扶養親族１人につき
6,500円
配偶者がいない場合の1人
目11，000円
特定期間加算（16歳～22
歳）　1人につき5，000円

職員全体に占める手当支給職員の割合（25年度）

333

同じ

191

手当の名称

0千円防疫作業従事職員

行旅死亡人取扱作業従事職員

用地交渉従事職員

行旅死亡人の取扱

伝染病の防疫作業

（25年度決算）

支給実績

0千円

主な支給対象職員

支給職員１人当たり

用地交渉 0千円



５　特別職の報酬等の状況（２６年４月１日現在）

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

634,000円×420/100×在職年数 円 任期毎

546,000円×250/100×在職年数 円 任期毎

(注）１　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     
           勤めた場合における退職手当の見込額です。                                 

６　職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（類似団体の人口１万人当たり職員数 人）

人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（類似団体の人口1万人当たり職員数 人）

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数です。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計です。
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（2)年齢別職員構成の状況（２６年４月１日現在）

　

(3)職員数の推移

（単位：人・％）

（注）１　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。
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７　公営企業職員の状況
　(1)　水道事業
  　① 職員給与費の状況

ア　決算

職員給与費 　（参考）

（注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費を含んでいません。

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含んでいません。
      ２　職員数は、２６年３月３１日現在の人数です。

イ　 特記事項

なし

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２６年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。  

 ③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（25年度支給割合） （25年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　　５％～１０％ ・役職加算　　５％～１０％

（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

イ　退職手当（２６年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

２％～２０％加算 ２％～２０％加算

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２５年度に退職した職員に支給された平均額です。

職員手当

総費用

　質収支

　　　　　千円千円

純損益又は実

30.82

43.70

小　　　　　　　　　　　竹　　　　　　　　　　　町

Ａ  

区　　分

小竹町　（一般行政職）

191,502

342,822

職員数

1,278

小　　　　　　　　　　　竹　　　　　　　　　　　町

7,667

　　　　　　Ａ

小竹町　（一般行政職）

24年度の総費用に占

45.0

平　均　年　齢

一人当たり

千円

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

22,050

総費用に占める

21.62

Ｂ　 める職員給与費比率

期末・勤勉手当

１人当たり平均支給額（25年度）

1,227

52.44

24,220

2.60 1.35

52.44

2.60

1.45

52.44

0.65

21.62

36.570

27.025

43.70

27.025

36.570

52.44 52.44

39.3

10,0330

30.82

52.44

1.35

職員給与費比率

25年度

　　　　　　Ｂ／Ａ

　　　　千円 千円　 ％

22.342,759

団 体 平 均

3,092

千円25年度 人

32,809

289,040

基本給

小 竹 町

　　　　　　区　　分

給　 料

5,468

25.6-9,631

区　　分

6

千円　

１人当たり平均支給額（25年度）

407,582

平均月収額

　　　　給与費 　　B/A

509,358

0.65

千円

1.45

　　計　　Ｂ

％



ウ　地域手当（２６年４月１日）

千円

   円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（２６年４月１日現在）

千円

　円

　％

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

カ　その他の手当（２６年４月１日現在）

円

円

円

円

円

0

支給実績（25年度決算）

0

0

手当の種類（手当数）

職員全体に占める手当支給職員の割合（25年度） 0.0

支給率 支給対象職員数

支給実績（25年度決算）

0

0

支給対象地域

支給職員１人当たり平均支給年額（25年度決算）

一般行政職の制度（支給率）

0

0

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 24 年 度 決 算 ）

全地域 0

300

2,055

扶養手当

平均支給年額
一般行政職
の制度との
異同

一般行政
職の制度と
異なる内容 （25年度決算）

支給職員１人当たり

2,099

支給職員1人当たり平均支給年額（25年度決算）

支給実績
手　当　名 内容及び支給単価 （25年度決算）

支 給 実 績 （ 25 年 度 決 算 ）

配偶者13,000円
他の扶養親族１人につき
6,500円
配偶者がいない場合の1人
目11，000円
特定期間加算（16歳～22
歳）　1人につき5，000円

千円

156 千円

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 25 年 度 決 算 ）

支 給 実 績 （ 24 年 度 決 算 ）

343

同じ 0

156,000

264,000264

同じ

同じ

97,200

417,057

0

通勤手当

最も経済的かつ合理的と
認められる通常の出勤経
路、方法により算出した
額

同じ 292 千円

休日勤務手当 100分の135 同じ

住居手当
借家等に係る費用を負担
している職員に家賃額に
応じて月額27,000円を限
度に支給

管理職手当 千円

417 千円

49,600円または51,900円



　(２)　病院事業

※本町の病院事業は、平成２３年度から地方公営企業法の全部適用となりました。

  　① 職員給与費の状況

ア　決算

職員給与費 　（参考）

（注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費を含んでいません。

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含んでいません。

      ２　職員数は、２６年３月３１日現在の人数です。

イ　 特記事項

なし

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２６年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。  

 ③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（25年度支給割合） （25年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 業績手当 　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　　５％～１０％ ・役職加算　　５％～１０％

（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

638,911

Ａ  

24年度の総費用に占

　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

　　　　千円 千円　

25年度

千円　

Ｂ　

378,539-964

2.60 0.7

団 体 平 均 40.3

25年度

320,356 558,020

総費用 純損益又は実 総費用に占める

　質収支 職員給与費比率

区　　分

　　計　　Ｂ

％ ％

59.2 56.9

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり

　　　　給与費 　　B/A　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当

千円

33 122,238 49,954 34,441 206,633

　　　　　千円 千円千円 千円人

基本給 平均月収額

病院事業（全職員） 39.11 384,902 396,259

　　　　　　区　　分

1.45 0.65

病院事業 小竹町　（一般行政職）

１人当たり平均支給額（25年度） １人当たり平均支給額（25年度）

980 1,227

2.60 1.35

うち看護師

うち事務員

38.1 282,626 335,845

49.1 305,895

42.6 476,133

平　均　年　齢

うち医師 1,106,596

6,262

422,455



イ　退職手当（２６年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

２％～２０％加算 ２％～２０％加算

１人当たり平均支給額　　　　 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２５年度に退職した職員に支給された平均額です。

ウ　地域手当（２６年４月１日）

千円

   円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（２６年４月１日現在）

千円

　円

　％

夜間看護業務

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

医師

1日につき200円

オンコール手当

9,431

―

1回につき1，000円

夜間看護手当 看護師

伝染病等の危険地における業務防疫手当

支 給 実 績 （ 25 年 度 決 算 ）

受託研究

放射線等の検査業務

死体検案

医療業務 患者1人診療につき300円

放射線技師・臨床検査技師 正規の勤務時間外の緊急業務 1回につき1，000円

勤務時間に応じて
2，000円～5，000円

医師、看護師

医師、看護師

40，000／月

受託研究収入の1割

医師手当

薬剤師手当

治験手当

危険手当

死体検案手当

医師（医師の確保が困難とし
て管理者が認めた場合）

薬剤師（薬剤師の採用が困難
として管理者が認めた場合）

医師

医師成果手当

管理者が必要と認めた者

薬剤師業務

病院長・副病院長・医務局長・副医務局長 医療業務

手当の名称

50，000／月医療業務

小　　　　　　　　　　　竹　　　　　　　　　　　町

職務手当

全地域 0 0 0

237

給料×0.03月～0.8月

30.82 30.82

21.62

36.57

27.025

小竹町　（一般行政職）

27.025

36.57

52.44 52.44 52.44 52.44

43.7 52.44

66.7

支給実績（2５年度決算） 0

支給職員１人当たり平均支給年額（2５年度決算） 0

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

支給実績（25年度決算） 23,244

支給職員1人当たり平均支給年額（25年度決算） 968,491

職員全体に占める手当支給職員の割合（25年度）

手当の種類（手当数） 10

主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

支 給 実 績 （ 24 年 度 決 算 ） 9,297

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 24 年 度 決 算 ） 160

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 25 年 度 決 算 ） 286

24,220

43.7 52.44

21.62



カ　その他の手当（２６年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

円

８　福利厚生事業の実施状況

　互助慶弔（死亡、結婚、出産、病気見舞、災害見舞等）、

　部活動補助、レクレーション、施設利用補助、催し物チケットあっせんなど

3,310 千円

一般行政
職の制度と
異なる内容

支給実績

137,912

180,678

平均支給年額

1,812,000

初任給調整手当 249,100円 5,978 千円 2,989,200

宿日直手当

1回につき
10，000円～64，000円
（患者数加算1人につき
1，500円）

3,624 千円

千円

通勤手当

最も経済的かつ合理的と
認められる通常の出勤経
路、方法により算出した
額

同じ

603,045

支給職員１人当たり

千円 241,600

千円 56,638

手　当　名
一般行政職
の制度との
異同

（25年度決算）

（25年度決算）

155人（H26.4.1）

小竹町職員互助会

会員数

名称

事業内容

0円（25年度）互助会への公費支出額

3,072

内容及び支給単価

千円

2,899

1,926

住居手当

扶養手当

配偶者13,000円
他の扶養親族１人につき
6,500円
配偶者がいない場合の1人
目11，000円
特定期間加算（16歳～22
歳）　1人につき5，000円

休日勤務手当

同じ

100分の135 同じ

借家等に係る費用を負担
している職員に家賃額に
応じて月額27,000円を限
度に支給

同じ

管理職手当 100分の10 異なる 支給率 1,206


